
司困苦
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牧
野
博
士
の

著

述

ま
づ
皐
げ
ね
ば
怒
ら
ぬ
の
.
ば
「
わ
た
〈
し
の
著
述
』
と
題
せ
ら
れ
て
.
ゐ
る
論
文
で
あ
る
。
と
れ
は
、
牧
野
博
士
の
還
暦
を
祝
賀
す

る
た
め
に
諸
家
の
論
文
乞
編
纂
し
た
も
の
三
種
の
う
ち
の
・
一
党
る
法
皐
士
卒
野
義
太
郎
氏
編
「
法
律
に
も
布
川
り
る
思
想
と
論
理
」
に
附
録
と

，
し
て
牧
野
博
士
自
身
の
寄
稿
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
博
士
が
如
何
な
る
時
期
に
際
し
乍
.
如
何
た
る
題
目
の
下
に
、
何
b
L
論
ぜ
ら
れ
た
か

¥

一

を
、
民
法
施
行
直
後
の
博
士
の
畢
生
時
代
か
ら
は
じ
ま
っ
て
.
昭
和
十
三
年
に
東
京
帝
園
大
事
の
鞍
職
乞
停
年
に
依
っ
て
退
か
れ
る
ま
で

の
四
十
年
間
に
就
き
、
わ
が
園
の
思
想
の
護
展
左
た
づ
ね
つ
つ
J

そ
れ
と
並
ん
で
、
護
展
的
に
記
述
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
口
そ
れ
と
相

侯
っ
て
、
右
の
祝
賀
論
文
集
の
開
巻
に
編
輯
者
の
弘
の
さ
れ
た
「
先
生
の
還
暦
を
視
し
つ
つ
(
わ
が
園
の
法
律
文
化
に
封
す
石
先
生
の
業

績
に
つ
い
て
の
こ
三
の
省
察
)
」
が
、
博
士
の
述
作
，
を
理
解
す
る
に
つ
い
て
の
手
引
と
矯
る
の
で
あ
り
‘
同
時
に
.
同
書
に
附
録
と
さ
れ

た
『
牧
野
先
生
の
民
法
主
要
著
作
の
事
項
索
引
』
(
早
稲
田
大
島
?
の
野
村
平
爾
教
授
が
特
に
編
輯
者
に
協
力
さ
れ
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
)

が
.
叉
.
事
を
詳
に
し
て
ゐ
る
。

牧
野
博
士
は
、
東
京
帝
国
大
壌
に
於
て
刑
法
講
座
た
擢
任
も
れ
た
の
で
あ
り
い
ま
た
.
わ
が
東
京
商
科
大
出
陽
子
に
於
て
も
刑
法
と
刑
事
'
訴

訟
法
と

p-講
一
ぜ
巳
れ
た
の
で
あ
っ
犬
。
そ
の
開
係
か
色
、
刑
法
・
刑
事
訴
訟
法
及
び
刑
華
皐
に
つ
い
て
は
.
質
に
於
て
も
.
量
に
於
て

も
.
わ
が
園
の
法
律
文
北
の
た
め
陀
劃
期
的
正
出
合
輿
そ
果
た
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
叉
.
博
士
の
本
領
は
、
む
し
ろ
民
法
に
在

39 

h

ヘ
否
.
法
律
哲
由
申
K
在
っ
た
も
の
と
謂
ふ
べ
き
で
あ
ち
ぅ
。
わ
が
寮
京
商
科
大
事
院
於
て
は
ぜ
多
年
に
わ
た
っ
て
、
た
ほ
『
最
近
の
法
，

牧
野
博
士
の
著
通
‘

/ 

弘

一 占 '___1て - - ー，、調-、、/.>
、 二一 ' つ .~ .，'シ

ー ι 、 ・広イ1 ・ t辺 今一三 -

ご長 u よ三\~""":;ょ玄主 O<_~ニーム￡弘、為二三ぷヰー."ぷぷ~ムム，-叩謀長ぷ吟
-......;;; 白 4

195 

一品

、
唱え J 

ト
L
-
2
4



M
F

律
思
潮
」
と
し
て
法
理
事
を
智
子
ら
れ
た
の
で
あ
-PJ
叉
・
東
京
帝
園
大
事
に
於
て
も
法
理
畠
も
帯
座
を
捨
任
さ
れ
た
と
と
が
あ
る
の
で

あ
る
。
わ
が
東
京
商
科
大
壌
に
於
け
る
「
法
律
思
想
」
論
は
、
東
京
帝
園
大
事
一
に
於
け
る
例
年
の
開
講
の
僻
と
共
K
.
博
士
の
立
場
と
方

法
と
理
論
と
政
策
と
を
明
か
に
す
る
も
の
で
る
っ
た
。
一
方
に
於
て
よ
博
士
は
.
わ
が
東
京
商
科
大
撃
に
於
て
‘
皐
年
を
超
え
て
の
蓮
槙

的
た
講
義
を
展
開
し
つ
つ
、
他
方
花
、
叉
、
東
京
帝
国
大
事
乍
於
て
は
.
そ
の
年
毎
の
開
講
の
鮮
に
於
て
、
そ
の
年
毎
の
時
局
に
闘
し
つ

つ
、
そ
の
法
律
哲
息
?
を
論
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
さ
れ
ば
、
刑
法
に
就
て
の
著
述
の
目
録
な
掲
げ
る
前
K
.
博
士
の
主
要
著
作
と
し
て
は
)
先
づ
、
民
法
開
訴
む
も
の
を
事
げ
ね
ば
‘

、

ゑ
ら
ぬ
。
乞
れ
は
.
民
法
に
闘
す
る
も
白
で
は
あ
る
が
.
し
か
し
‘
法
律
哲
串
?
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
博
士
と
し
て
は
.
法
律
哲
壌
を
論

じ
つ
つ
、
常
に
そ
の
新
毛
じ
き
方
法
論
の
遁
用
を
各
種
の
法
律
特
に
民
法
と
刑
法
と
に
就
一
い
て
‘
具
憧
的
責
践
的
に
示
さ
れ
る
の
で
あ

p

理
論
を
理
論
と
し
て
の
み
で
た
く
、
叉
、
連
用
を
遁
用
と
し
て
の
み
で
ゑ
く
.
而
し
て
、
そ
の
法
律
論
を
ブ
時
代
の
要
望
と
思
想
と
に
聞

聯
'
せ
し
め
D
つ
進
め
る
の
が
.
そ
の
特
色
に
罵
っ
て
ゐ
る
。

(一
V

「
民
法
の
基
本
問
題
」
五
傘
。
第
一
一
嗣
が
大
正
十
三
年
に
は
じ
ま

D
(そ
の
執
筆
は
大
疋
九
年
と
さ
れ
て

r

ゐ
る
可
第
五
編
の
，
昭
一

和
十
六
年
に
つ
づ
い
て
ゐ
る
。
各
編
濁
立
の
も
の
で
あ
歩
つ
つ
一
.
文
、
相
関
聯
し
て
理
論
の
展
開
b
t
進
め
て
ゐ
る
。
科
事
的
自
由
探
究
と

選
北
的
解
轄
と
の
比
較
よ

P
始
め
、
判
例
の
職
能
た
論
じ
て
1

法
律
行
篤
の
解
轄
か
ら
、
所
有
樺
の
本
質
・
債
樺
闘
係
の
賓
樫
並
に
最
近
に

於
け
る
、
契
約
皐
設
の
護
展
に
及
ん
で
ゐ
る
。
第
六
編
以
下
が
怠
依
願
待
さ
れ
.
肢
に
そ
の
一
部
が
公
に
さ
れ
て
ゐ
る
。

右
の
著
述
に
関
聯
し
て
「
民
法
の
基
本
問
題
外
編
』
と
さ
れ
る
も
の
が
五
巻
あ
る
。
と
れ
は
、

れ
た
斯
に
就

t.
わ
が
園
に
於
け
る
諸
家
の
皐
設
を
論
評
比
較
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
日
く
、

「
民
法
の
基
本
問
題
」
に
於
て
論
ぜ
ら

.... " 
~ 

司レ

マ吟

4 

s 
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• 
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a・島

ぷ島

C

G

法
律
に
於
げ
る
債
値
の
論
理

(=一
V
法
律
に
於
け
る
犬
ル
刊
と
債
値
(
昭
和
九
年
)

(
四
)
法
律
K
於
け
る
進
化
的
と
普
遍
的
(
昭
和
十
二
年
)

(
五
)
科
事
的
自
由
探
究
と
進
化
的
解
稗
(
昭
和
十
三
年
〉

(
大
)
非
常
時
立
法
の
襲
展
(
昭
和
十
六
年
)

三
、
東
京
帝
園
大
津
に
於
け
る
開
講
の
静
は
、
明
治
三
十
九
年
に
は
じ
ま
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
年
毎
の
開
講
の
欝
を
中
心
と
し
て
諸
種
の

論
文
を
集
録
し
た
も
の
が
欝
種
か
あ
る
。
若
し
ぐ
な
ほ
在
職
で
治
ら
れ
た
た
ら
ぽ
開
講
の
鮮
と
し
て
論
ぜ
ち
る
ぺ
か
り
し
も
の
と
し
て
の

¥41 . 

司E

(
昭
和
五
年
)

、
新
ら
し
い
も
の
を
も
加
ヘ
て
考
へ
る
と
.
決
の
如
き
衣
第
に
喝
な
る
。

(
七
〉
現
代
の
文
化
と
法
律
(
大
正
八
年
)

(
八
〉
法
律
に
治
け
る
正
義
と
公
平
(
大
正
九
年
)

(
九
)
法
律
に
治
問
る
意
識
的
と
無
意
識
的
(
大
正
十
四
年
)

(一

O
)
法
律
K
治
け
る
具
血
極
的
安
嘗
性
(
大
正
十
四
年
〉

(
一
一
〉
生
の
法
律
と
理
の
法
律
(
大
正
十
五
年
)

(
一
一
己
法
律
と
生
存
権
(
昭
和
三
年
)

三
一
二
)
法
律
に
治
け
る
倫
理
と
技
術
(
昭
和
九
年
〉

(
一
四
)
法
律
畢
の
課
題
と
し
て
の
一
紳
(
一
昭
和
十
三
年
)

教ー
野
簿
士

為の

審
議

---

_. 

戸

‘ 

時/

‘一
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τ

第

一

(
一
五
V

園
家
的
・
法
律
的
・
人
間
的
〈
昭
和
十
八
年
)
¥

三
六
)
日
本
法
的
精
神
の
比
較
法
的
自
畳
(
印
刷
中
V

固
刑
事
訴
訟
法
に
就
で
は
.
教
科
書
叉
昨
之
に
準
や
ペ
を
も
の
と
し
て
.
・
択
の
四
種
の
も
の
が
る
石
。

，
(
一
七
)
日
本
刑
法
(
重
訂
版
穂
論
昭
和
十
二
年
‘
各
論
昭
和
十
三
年
)

(
一
八
〉
刑
法
組
論
(
昭
和
士
五
年
)

(
一
九
)
刑
事
訴
訟
法
(
改
訂
版
昭
和
十
五
年
)
、

19& 

/ 
F 

l 

(二

O
)
刑
法
(
岩
波
金
書
)

(
昭
和
十
四
年
〉

右
に
関
聯
し
て
更
に

J
 

ハ
二
一
)
刑
法
研
究
十
巻
(
大
正
八
年
乃
至
昭
和
十
七
年
)

が
あ
る
。
第
一
品
惑
が
大
正
八
年
で
、
第
十
巻
が
昭
和
十
七
年
に
詩
っ
て
ゐ
る
。
と
れ
は
)
は
じ
め
、
刑
法
理
論
の
貫
践
的
た
遁
用
を
論

E

E
Aと

も
て
、
解
轄
論
的
た
も
の
と
判
例
批
評
と
そ
蒐
き
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
三
塁

2
・
す
で
に
目
論
的
危
研
究
が
牧
め

ら
札
℃
ゐ
る
。
共
犯
・
未
途
及
引
法
律
の
錯
誤
に
闘
す
る
研
究
よ
b
・
罪
刑
法
定
中
主
義
日
常
及
び
、
各
種
園
際
曾
議
の
成
績
と
比
較
法
と
に

す
開
す
る
研
究
を
牧
b
て
ゐ
る
。
解
韓
論
的
研
究
と
し
て
、
た
ほ
.
・
択
の
も
の
が
あ
る
。

、

z
p
 p

L
'
 

、

，
 

P

、

(
二
二
)
行
需
の
違
法
、
不
作
詩
の
違
法
性
(
大
正
九
年
)
(
黒
田
誠
氏
と
共
著
)

刑
法
に
関
す
る
理
論
的
な
も
の
と
し
て
は
衣
の
五
種
。

(
一
一
三
)
刑
事
串
の
新
思
潮
と
新
刑
法
(
増
訂
版
大
正
八
年
)

-

~ メ..，

.. 
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、一-
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司.

(
二
四
)
罪
刑
法
定
主
義
と
犯
罪
徴
表
説
(
大
疋
十
年
)

(
二
五
)
刑
法
に
会
け
る
重
賠
の
境
運
(
昭
和
四
年
)

(
二
六
V

刑
法
に
治
け
る
法
治
園
思
想
の
展
開
(
昭
和
六
年
)

(
二
七
)
刑
法
の
三
十
年
(
昭
和
十
三
年
)

特
に
刑
法
の
改
ん
止
に
闘
す
る
も
の
二
種
。

(
二
八
)
刑
法
改
正
の
脅
問
題
(
昭
和
八
年
)

ヘ

(
二
九
)
改
正
刑
法
蝦
案
と
ナ
チ
ス
刑
法
綱
領
(
昭
和
十
六
年
)

五
法
律
畢
一
般
に
闘
す
る
も
の
と
し
て
弐
の
も
の
が
あ
る
。

(三

O
)
法
律
に
治
け
る
矛
盾
と
調
和
(
大
正
八
年
)

(
三
一
)
法
律
に
治
け
る
進
化
と
進
歩
(
大
正
十
三
年
)

• 

(
一
三
己
法
律
裁
判
及
貫
生
活
(
大
正
十
一
年
)
(
山
本
亀
市
民
と
共
著
)

(
一
二
三
)
法
律
文
化
の
展
望
(
昭
和
四
年
)
(
一
位
舎
教
育
協
曾
)

(
三
四
)
法
律
の
過
去
現
在
及
持
来
(
昭
和
六
年
)
(
吐
曾
教
育
協
舎
)

(
三
五
)
法
律
と
文
化
薗
理
念
(
昭
和
十
年
)
(
吐
曾
教
育
協
曾
)

(
三
六
)
法
律
文
化
の
展
望
(
民
法
の
三
十
年
と
刑
法
の
二
十
年
)
(
昭
和
四
年
)
(
大
阪
毎
日
新
聞
社
〉

k

(

三
七
)
非
常
時
立
法
考
(
園
民
準
備
選
書
)
(
昭
和
十
八
斧
)

駒

野

骨

士

の

阜

市

一
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、
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r

〈
乏
八
)
自
由
の
法
律
三
統
制
の
法
律
(
昭
和
十
九
年
)
(
印
刷
中
)

今
一
六
強
行
記
と
し
て
二
種
。
共
に
事
情
的
友
記
鋒
が
あ
る
と
同
時
に
:
一
種
の
特
色
あ
る
も
の
で
一
あ
る
。
そ
の
一
一
は
留
事
先
か
ら
の
遇

信
、
で
あ
り
‘
そ
の
こ
は
欧
米
諸
園
出
張
の
歌
日
記
を
粂
ね
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
.

「♂

(
三
九
)
刑
法
と
一
位
曾
思
潮
(
増
訂
版
大
正
十
年
)

(四

O
)
海
佐
渡
P
て
野
乞
わ
た

p
て

七
歌
集
と
し
て
二
種
。
随
筆
と
し
て
四
種
。

(
四
一
)
小
謹
集
(
大
正
二
年
)

(
昭
和
二
年
)

• 

〆園、，向、
四四

、-'、ー"
パ あ
ンか
テ し
才や
ン r、
の大
人 正
人 六
，.-...年
昭)
来日
十

年
、-'

， . 

(
四
四
)
理
窟
物
語
(
昭
和
十
五
年
)

(
四
五
)
念
念
如
律
令
録
(
昭
和
十
四
年
)

(
四
六
)
積
急
意
如
律
令
録
(
昭
和
十
七
年
)

八
博
士
の
論
文
と
し
て
は
.
右
の
諸
著
に
蒐
録
さ
れ
て
ゐ
た
い
ま
ま
の
も
の
が
た
仮
設
十
編
が
あ
る
と
と
左
附
記
し
て
治
か
ね
ば
な

ら
ぬ
。
夏
に
一
言
し
て
む
く
べ
き
は
，
ヨ
1
ロ
ッ
バ
の
皐
婿
雑
誌
上
に
公
に
さ
れ
た
若
干
の
論
文
と
、
法
皐
志
林
の
欧
文
欄
に
載
せ
ら
れ

た
多
数
の
も
め
と
の
と
と
で
あ
る
。
‘
と
れ
は
、
す
で
に
綾
地
の
畢
界
に
注
意
す
べ
き
反
響
を
見
た
も
の
で
あ
る
が
.
邦
文
の
も
の
で
た
い

か
ら
.
裁
で
は
暫
〈
省
略
す
る
と
と
に
し
た
い
。

， 

~， .-

h 

、，



噌事
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も
，

牧
野
博
士
が
一
一
一
主
主
久
わ
が
東
京
商
科
大
事
で
急
英
に
蓋
梓
主
去
最
に
封
す
る
感
謝
は
・
今
度
、
営
舎
を
し
て
満

場
一
致

t
名
春
講
師
の
構
競
を
捧
呈
す
る
と
と
を
決
せ
し
め
た
の
で
あ
か
・

J

殊
に
・
博
士
の
皐
思
を
身
近
に
感
銘
す
る
教
授
諸
土
が
本
誌

記
念
競
を
説
ふ
と
と
に
た
っ
抗
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
と
の
聞
に
長
け
る
博
士
の
講
義
案
は
『
法
律
思
想
』
一
二
巻
に
整
備
せ
ら
れ
.
そ
の
原

稿
は
机
上
山
を
成
し
て
ゐ
る
一
と
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
東
京
商
科
大
事
の
同
窓
の
み
た
ち
ゃ
.
博
士
の
皐
殖
を
標
仰
す
る
者
達
は
、
三
れ

が
一
日
も
早
《
上
梓
さ
れ
む
と
と
を
祈
っ
て
止
ま
た
い
。
と
の
講
義
は
東
京
商
科
大
事
広
島
?
ん
だ
者
に
は
忘
れ
る
と
と
の
出
来
た
い
思
出

の
一
つ
で
あ
る
』
宋
正
の
末
年
ま
で
.
佐
野
・
三
浦
・
稲
田
・
左
右
田
の
諸
博
士
に
よ
っ
て
牧
野
博
士
の
そ
の
法
律
と
そ
の
思
想
が
推
護

せ
ら
れ
た
頃
は
.
博
士
〆
の
講
涯
は
金
事
園
生
に
よ
っ
て
堂
を
あ
ふ
れ
し
め
ら
れ
た
と
と
で
あ
る
。

の
難
解
ι

ど
か
と
ち
、
安
直
な
る
世
曾
畢
・
経
済
閣
ナ
に
走

p
、
思
想
の
軽
浮
・
不
安
・
動
指
を
生
み
し
頃
は
.
わ
が
東
京
碕
科
大
事
の
皐
生

ー
も
思
ひ
息
ひ
に
走
-P
‘
博
士
の
講
蓮
も
事
生
の
出
入
常
な
ら
ざ
る
の
観
が
あ
っ
長
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
歩
.
近
年
.
法
律
思
想
へ
の
開

心
漸
〈
旺
た
る
に
及
ん
だ
の
は
、
全
く
‘
博
士
の
事
徳
の
致
す
と
と
る
で
あ
づ
た
。
わ
が
東
京
商
科
大
事
が
、
東
京
帝
国
大
接
停
年
退
職

後
も
‘
櫨
を
厚
う
し
て
1

遠
{
園
立
の
埴
ま
で
、
出
講
を
願
ぴ
槙
け
た
の
も
.
博
士
の
皐
徳
愈
々
高
遇
、
肇
心
盆
k

推
傍
で
あ
ら
れ
た
た

'
一
時
.
昭
和
の
初
年
1

事
生
は
法
律
事

め
で
あ
る
。
し
か
る

K
.
わ
れ
ら
の
懇
望
も
.

一
昨
年
に
ゐ
け
る
博
士
の
大
患
危
機
に
中
止
す
る
の
止
む
た
き
に
至
っ
た
。
た
だ
、
今
日

之
し
て
は
・
そ
の
後
・
博
士
の
筆
硯
が
奮
の
如
〈
矯
ら
れ
た
と
と
を
せ
め
て
も
の
喜
と
詩
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
.
件
士
が
現
に
論
文

と
し
て
各
種
の
雑
誌
に
公
に
さ
れ
つ
つ
.
今
後
な
ほ
永
く
績
く
ペ
く
‘
著
述
と
し
て
準
備
さ
れ
つ
合
あ
る
と
と
ろ
が
す
で
に
二
三
に
~
止
ま

ら
な
い
と
と
を
も
明
か
に
し
て
治
か
う
。
博
士
C
「
法
律
肇
叢
書
』
は
す
で
に
第
五
十
編
を
見
る
と
と
に
篤
っ
た
の
で
あ
る
が
.
な
ほ
多

錨
‘
〈
の
横
縞
を
見
る
議
定
が
整
っ
て
い
ω
る

。
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